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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 ・ 開 議 宣 告            

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２３年第２回上富良野町議会臨時

会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告            

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 御報告申し上げます。 

 今臨時会は、１月２８日に告示され、同日、議案

等の配付をいたしました。 

 今臨時会に提出の案件は、町長から提出された議

案第１号及び議案第２号の２件であります。 

 今臨時会の議案説明のため、町長以下関係者の出

席を求め、別紙配付のとおり出席しております。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

   １０番 和 田 昭 彦 君 

   １１番 渡 部 洋 己 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思

います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 議案第１号平成

２２年度上富良野町一般会計補正予算（第９号）の

件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１号平成２２年度上富良野町一般会計

補正予算（第９号）の提案要旨について御説明申し

上げます。 

 １点目は、昨年１１月末に成立いたしました、国

の第１次補正予算に盛り込まれました、きめ細やか

な交付金及び住民生活に光をそそぐ交付金を財源と

する事業実施に伴う補正で、交付金７,７７１万８,

０００円の交付を見込み、きめ細やかな交付金につ

きましては、公共施設等の修繕などを中心とした９

事業、８,７８１万６,０００円、住民生活に光をそ

そぐ交付金につきましては、高齢者及び障がい者等

の弱者対策や自立支援を中心とした７事業、１,７

４９万８,０００円、総体で１６事業、総額１億５

３１万４,０００円に及ぶ事業を実施しようとする

ものであります。 

 なお、このうち、高齢者世帯等住宅火災報知器設

置事業ほか９事業、８,２０１万６,０００円につき

ましては、年度内に完成が困難であることから、あ

わせて繰越明許費の設定をお願いするものでありま

す。 

 ２点目は、同じく国の第１次補正予算に盛り込ま

れました地方交付税の増額措置に伴いまして、本町

分につきましては、普通交付税５,５６２万円が追

加交付されることになったことから、増額補正をお

願いするものであります。 

 ３点目は、国の地域介護・福祉空間整備交付金を

活用して、本町のＮＰＯ法人が東中地区に共生型福

祉サービス事業所を整備することに伴いまして、所

要の経費について間接補助を行うとともに、当該事

業が年度内に完成が困難であることから、あわせて

繰越明許費の設定をお願いするものであります。 

 ４点目は、北２４号道路排水路支線整備事業につ

いて、今般、防衛局と協議の中で事業費が変更に

なったことから、所要の経費を補正するものであり

ます。 

 以上、申し上げましたことを内容として、きめ細

やかな交付金等を財源として実施を予定する事業の

一般財源分と普通交付税の増額分の差額について、

予備費を一定額増額することで補正予算を調整した

ところであります。 
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 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分につきまして説明をし、予算の事項別

明細書につきましては省略をさせていただきますの

で、御了承お願い申し上げます。 

 議案第１号平成２２年度上富良野町一般会計補正

予算（第９号）。 

 平成２２年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第９号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億８,０５５万８,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６９億９,６８０万８, 

０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正）。 

 第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明

許費補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １０款地方交付税５,５６２万円。 

 １４款国庫支出金１億２,４９３万８,０００円。 

 歳入合計は、１億８,０５５万８,０００円となり

ます。 

 ２ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費４７１万６,０００円。 

 ３款民生費３,７４３万８,０００円。 

 ４款衛生費１,０００万円。 

 ７款商工費２,５０８万２,０００円。 

 ８款土木費４,７５１万円。 

 ９款教育費２,７７８万８,０００円。 

 １３款予備費２,８０２万４,０００円。 

 歳出合計は、１億８,０５５万８,０００円となり

ます。 

 ３ページに移ります。 

 次に、第２表、繰越明許費補正につきまして申し

上げます。 

 冒頭申し上げましたように、きめ細やかな交付金

事業、住民生活に光りをそそぐ交付金事業のうち、

高齢者世帯等住宅火災警報器設置事業ほか９事業及

び共生型事業施設整備事業について、現年度中の完

了が難しいことから、合計１１事業、１億１,２０

１万６,０００円につきまして、予算科目及び金額

の追加設定をお願いするものであります。 

 以上、議案第１号平成２２年度上富良野町一般会

計補正予算（第９号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、御承認くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 繰越明許費の補正のところ

の民生費、社会福祉費のところで、共生型事業施設

整備補助事業３,０００万円のところですが、この

補助事業は、北見のＮＰＯ法人とむての森の事業所

が、東中に新しく障がい者の自立に向けての施設を

整備するということで、町としては間接的とはいえ

かかわって、今回３,０００万円の内示があったと

いうことで、補助が出るということなのですけれど

も、ちょっと２点ばかり確認をさせていただきたい

と思いまして。 

 運営となりますと、コストが非常にかかります

し、軌道に乗るとなれば５年から１０年ぐらいかか

るのではないかと。そうなると、もし、万が一にも

運営がうまくいかなくなった場合、この補助金につ

いて、返還というのをしなければならないというこ

とになった場合には、事業所だけが返還するという

ことでいいのかどうか。町としても、計画者や事業

に対する承知しているわけで、町としては、その辺

はいかがなのかどうなのか、ちょっとお尋ねしたい

のと、それと、障がい者全体を考えた場合、ほかの

障がい者団体のつばさの会、手をつなぐ親の会等、

既にエクゥエートととかあさひ郷に通っていらっ

しゃる人方との兼ね合いはどうなるのか。障がい者

の人たちに対する支援のバランスに差が生じないの

か、この２点をお聞きしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上議員の御

質問にお答え申し上げたいと思います。 

 議員の御質問のように、今回、国の介護・福祉空

間整備交付金の採択を得まして、今回、通知が届い

たということで、その準備を進めることになりま

す。 

 この運営面におきましては、やはり長期的に少し

ずつ力をつけていくということが重要になってきま

す。また、あわせて、障がい者の就労支援Ｂ型とい

う自立支援法に基づきます事業の推進であります。

利用者が、利用者というのは障がいを持つ方の、一

定の障がいを持つ方がこういう就労、そして自立支

援という進め方の中で、利用者が現在、とむての森

が事業所で、なないろニカラが実質運営に当たるわ

けでありますが、現在、中町の事業所におきまして
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も、着実に利用者の増、力をつけてきているという

ふうに見ております。 

 そこで、今回の交付金、間接補助ということで、

この共生型事業、レストラン、その他の経営という

よりも、事業所として障がい者の自立支援に当たる

ということであります。そういった観点から見ます

と、一定の利用者がおられまして、事業所として就

労支援に指導をしていくという観点からは、安定的

な利用者の確保が図られるというふうに思っており

ます。 

 また、レストラン、その他の就労支援型の事業所

としての運営でありますけれども、我々としても一

つの事業所として、事業体として、我々行政とのか

かわりの中で、十分適切な運営に当たってまいりた

いというふうに思っております。 

 万が一に、想定は余りしたくはないところであり

すけれども、立ち行かなくなったということが生じ

ないように、また、このとむての森本体は北見市で

同様の交付金を受けた事業を展開してもおります

し、そういった意味での力を備える事業体であると

いうふうに確信をしているところであります。その

交付金にあって、適切な使い方でないというような

ことになりますと、返還という問題も生じてきてお

ります。その点では、そういったことのないよう

に、我々としても十分指導、連携を図ってまいりた

いというふうに考えているところであります。 

 また、他のつばさ会であるとか親の会等の障がい

者団体についての支援はどうなのかということであ

ります。保健福祉課としても、障がいを持つつばさ

会の、これは親の方々でありますけれども、定期的

な懇談を行っております。要望の強い部分について

は、来年度事業として展開するように、保健福祉課

として取り組んでいるところでありますし、また、

なないろニカラの事業所が、この方々を阻害するよ

うな、使えないという、利用できないということは

ございませんので、これらの活用も図っていただき

たいというふうに思ってございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 ５番米沢議員。 

○５番（米沢義英君） １０ページの財産管理費

で、公用車の購入という形で、これは高齢者、ある

いは障がい者のいろいろな日常的な相談に対応する

ということで、車を購入するというような予算計上

をされておりますが、詳細については、これから高

齢化の中で、日常的な生活が大変だということも含

めた、いろいろな困り事相談という形で、当然、そ

れに伴って人員の配置等も必要になる部分が出てく

るのだろうというふうに思いますが、そういうもの

も含めたこの内容等について、わかれば知らせてい

ただきたいというふうに思いますが、この点を含め

てお伺いしておきたいと思います。その目的です

ね。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢議員の御

質問にお答え申し上げたいと思います。 

 今回の光交付金の充当の中で、一つ、こういった

障がい者、高齢者等の相談充実を図るための車の購

入でありますけれども、端的に申し上げまして、現

状の老朽化している車の更新というふうにお願いを

しているところでございます。そういった中で、こ

れまで同様に高齢者世帯、あるいは障がい者の世帯

におきます相談に、円滑な推進を進めてまいりたい

というふうに考えているところであります。 

 また、人の配置の面につきましても、保健福祉課

としても一つの充実案を持ちまして、強化を図りた

いという構想を持ってございます。そういった面

で、これからもこの点は、十分関係課と調整をして

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 ４番谷忠君。 

○４番（谷 忠君） 民生費の中で、火災報知器の

関係でちょっと御質問させていただきます。 

 今回、火災報知器の設置について申請事業と、あ

くまでも申請だというふうになっていますけれど

も、これは役場のほうで申請用紙があって、そちら

のほうへ出向いてくれということなのか。あるい

は、例えば民生委員だとかそういう方々にお願いを

して、そういう対象世帯について申請用紙を持って

回るのか、その点１点確認をしておきたいというこ

とと、それから、何点か御質問をさせていただきた

いのですけれども、今回の理由については、それぞ

れ今までに、例えば償還払いだとかそういったこと

で事前にこういった事業があって、既に終わった

人、例えばワクチン接種だとか、そういう場合にお

いては、事業を行政でやるといった場合に、既に終

わっている方に償還払い制度を設けて対象として拡

大をした経緯があるか、そういった点についてお尋

ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ４番谷議員の御質

問にお答え申し上げたいと思います。 

 今回、光をそそぐ交付金事業として、高齢者等の

世帯に関しまして、火災警報器の設置事業を推進す

るものでありますけれども、お認めをいただきまし

たならば、この進め方については広報、それと防災

無線等でＰＲをします。 
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 また、消防との連携の中で、査察等で、この対象

となる高齢者、おひとり暮らしの方、また、高齢者

世帯に対しましてのこの設置の有無、それから手続

等の用紙を配布する等を考えてございます。また、

地域の民生委員の方々にもお願いを申し上げまし

て、ついていない方が漏れているということのない

ように、我々としても連携を持って進めてまいりた

いというふうに考えております。 

 また、２点目の既に設置された世帯への対応につ

きましては、今回の考え方といたしまして、高齢者

おひとり暮らし、または夫婦等の高齢者の世帯に対

して、設置されていない方々の、あくまでも火災等

からそういった世帯を守るというための設置でござ

います。既に設置された世帯についてという御意見

も所管委員会等でいただきまして、持ち帰って検討

いたしたところでありますけれども、今回の我々の

考え方といたしましては、全道的に多発しておりま

す、住宅火災等で高齢者が犠牲になるという事件が

発生してございます。上富良野からそういった火災

等による犠牲を出すことのないように、まず、設置

されていない方というふうに重点を置きまして、今

回は進めさせていただきたいというふうに考えてい

るところであります。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） ４番谷忠君。 

○４番（谷 忠君） 自分の財産や命を守ること

は、これは自己責任なのですよ。そのことについて

はよろしいのですけれども、昨年、上富良野で２２

年度、１２件火災や放火が発生しているわけであり

ます。その中で、個人住宅で４件、これすべて火災

報知器がついていないのです。自分の命や財産を守

るのは自己責任だから、つけている人もいるので

す。そういう人方、まさに光をそそぐ交付金でしょ

う。町長がいつもおっしゃっているように、隅々ま

で光が当たる行政をやりたいんだと、常日ごろこう

言っているわけですよ。 

 自分の命を守ろうと思ってつけた人にはもういい

んだと。そして、６５歳以上は済んでも元気で活躍

している人もおられるわけです。そして、５月３０

日までのはずですよ、設置義務は。まだ期間がある

からつけていな人もたくさんおられる。そういう人

には、元気がよくても６５歳以上は済んでもつけ

る、これは交付金で出してあげるのだ。それは、公

正な行政のやり方としては、多少、片手落ちではな

いかなと、こう思うものですから、この点について

十分に論議されたと思いますけれども、その論議内

容、どうしてこういうふうな基準を設けてやったの

か、その点御説明ください。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 谷議員の再質問に

お答えを申し上げたいと思います。 

 議員御指摘の、既につけた方におきましては、特

に今回策を設けていないわけですけれども、これま

での経過の中で、上富良野町におきましては、全体

として５７％の設置率というふうにうたっておりま

すれども、とりわけ高齢者におきましては、世帯に

おきましても今までに満たない２割を切っていると

いう現状で、私どもとしましては、やはりこの多発

しております住宅火災から高齢者を守るという観点

から、この未設置の家庭に対しての制度というもの

を講じたという状況でございます。 

 設置された方に対してはという観点からも検討を

いたしましたのですけれども、やはりいち早く、今

回につきましては、未設置の高齢者世帯救済のため

にも、火災住宅から守るという観点から進めさせて

いただきたいということで、提案を申し上げている

ところであります。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） ４番谷忠君。 

○４番（谷 忠君） もう、全然説明になっていな

い。それは結果を言っているのであって、どういう

わけでそういうことになったのかという、この説明

を全然説明していない。だから、前段で申し上げた

でしょう。過去にそういうことがあって、例えば麻

疹の場合もあったでしょう。町が補助すると、発疹

発生したときに、前段で、自己防衛のために設置し

た人もいるのですよ。それは対象外だと。だけど、

それも救おうということで、償還払いをすぐ取り入

れて、領収書あればよろしいですよと。それを救っ

た経緯があるでしょう。それと整合性はどうなるの

かということ。 

 高齢者を火災から守ることはわかるのですよ。も

ちろん大切なことだし、それは理解しています。た

だ、今回この対象が９１４戸でしょう。そのうち５

６０世帯、見積もりをしている。外れた人は単純に

計算すると３５４戸、こうなるでしょう。金額にし

たら、６,０００円にしたって、わずか２１２万円

ですよ。前段でつけた人に半額助成しても１１０万

円ぐらいでしょう。そういった面も考慮したかとい

うこともを確認しているのであって、私はこれをだ

めだと言っているのではないのです。そういうこと

も十分行政としては配慮すべきではないかと、こう

いうふうに思っているので、再度、御答弁願いま

す。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番谷議員の御質問に私

の方からお答えさせていただきたいと思います。 

 この案件につきましては、委員会でも大分御意見
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もいただきました。私どもも、今、議員のほうから

御発言ありましたように、制度設計段階でいろいろ

な角度から議論をさせていただきました。この関係

の法令については、平成１６年に消防法等の改正に

よりまして、義務規定ということで一定期間の猶予

を持って、この年の５月いっぱいで、議員が言われ

るように、法定で義務を課されるということであり

ます。６年余り、いろいろと長い期間の経過の中

で、私どもとしてはもう少し設置率が高くなるのか

なと思って見守ってきましたが、結果としましては

担当課長のほうから申し上げましたように、全体的

には５割程度ということであります。しかしなが

ら、議員がおっしゃるように、火災で特に夜間、煙

等で逃げおくれる、結果として尊い命を失うという

ケースが非常に多いということも私ども承知してい

ましたし、こういう現状ですと看過できないという

ことでございまして、一定程度、高齢者を中心に対

象を持って、全くついていない世帯については、こ

れは何とかそういう備えをしていただこうと。それ

からもう一方、もう既についている世帯も５割程度

いますので、そういう実態を消防と十分議論をしま

した。 

 ケースとしては、完備されているところもありま

す。ケースによっては、十分でないところもありま

す。これは家庭の中でございますので、各戸詳細に

は完全把握はされておりませんが、実態としては備

えがされておりますけれどもの、十分でないのもあ

るのかなということが消防との間でクローズアップ

されてきましたので、私どもは消防との協議の中

で、今後、５月いっぱいの間で、消防の機関としま

しても、査察をお願いするような形で全体をしっか

りフォローアップしたいと。全くついていない方に

ついては、先ほど申し上げましたように、町が今こ

ういう新たな制度を構築していますので、そういう

手続をしっかりしていただくような誘導もしたい

と。それから、１個を想定してございますので、こ

れはあくまでも備えをするための動機づけでござい

ますので、その不足については、いわゆる自己負担

をお願いしたいという形で、しっかりした現地の対

応を考えているところであります。 

 それから、既についている方についても、先ほど

申し上げましたように、いろいろなケースがあると

思われますので、できる限り丁寧に査察の中でその

実態を見せていただいて、それから、引き続き備え

が必要なケースについては、そういう誘導を現地で

しっかりすることで、できるだけ、その不安……。 

 私どもは、そういうことを想定して、それで負担

する側では、公費を持ってつけていただけたケー

ス、それからそうではないケースがあると思います

が、負担の公平ということを私どもは重点に置くこ

とでなく、不安感を解消するという点で公平を期し

たいということでございまして、繰り返しになりま

すけれども助成策を講じる、もしくは現地でしっか

りした指導を持ってその備えを完備する、そういう

レベルにしたいということで考えてございますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 他にございませんか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） まず、１１ページの公用車

の車両購入の関係です。 

 １５０万円ということで、軽自動車１台。目的

は、高齢者、障がい者の見回り、巡回ということで

理解をしておりますけれども、一応、２４年度の更

新の予定を前倒しということでございます。それだ

け、この目的に合った公用車の利用度が多いという

ことで理解をしたいと思うのですけれども、問題は

平成２４年度以降、また新たに更新が来たからやる

のか、それとも、それはそれで打ち切りということ

での仕方なのか、その点を１点確認をしたいと思い

ます。 

 それから、次、１３ページの、今の同僚議員の関

係でございます。 

 それで、未設置率６１％というのは、どういう根

拠で出されたのかということで確認をしたいと思い

ます。というのは、私が消防で確認をしたところ、

昨年の１１月から１２月、市街地を中心にして戸別

訪問をしたと。その段階で、４,７３５世帯を調査

したところ、２,７００世帯が設置をしていると。

したがって、設置率は５７.０２２％ということで

報告を受けました。そうすると、未設置率４３％に

なるのです。そうすると、この６１％という根拠は

どういうところから出されたのかなという、言うな

れば個別調査をしてされたのか。消防では、この５

７％の設置率については、今対象としているところ

のひとり暮らし、それから高齢者、生活保護という

ような形の区別は一切していないで、あくまでも個

別訪問ということです。したがって、それらの６１

％の根拠というのをひとつ明らかにしていただきた

いと思います。 

 それからもう１点、今、同僚議員がお話をした助

成対象者の不公平感、これはもう絶対あるのです。

私は、今、同僚議員と理事者のやりとりを聞いてみ

て、不十分な答弁だなと。言うなれば、私は助成対

象者があって、適用除外があるのはいいけれども、

あくまで、町民を同じ助成対象で公平に扱うべきで

ないかと。 

 それぞれ設置したこれらの生活保護、高齢者、そ

れからひとり暮らしの方たちのお話を聞きますと、
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金がないけれども、大変だけれども、危ない危ない

と言うので、やはり火の周りの関係、十分確認がで

きないからつけたのだ、もしくは子供がつけてくれ

と言うんだ、いろいろなケースがあるのです。そう

すると、今回、３３６万円のうちの２１０万円をこ

の交付金で充てられて、一般財源１２６万円という

ことになると、やはり私は不公平感をなくすために

同じような形でやるか、もしくは若干減額してでも

こういう助成対策を考えないといけないのではない

かという気がいたします。 

 したがって、これらについても、設置義務はある

けれども罰則規定はないというこの消防法のざる法

の一つ、典型的なものなのですけれども、ただ、私

は上富良野町からそういうことで、万が一、そうい

う火災災害があって死傷者を出さないような、早く

感知をするということであれば、今回、補助をする

ということはいいことではございますけれども、事

前に設置した人たちとの不公平感をなくすというよ

うなことをぴしっと明らかにしていかないとだめで

はないかという気がいたしますので、その点お願い

いたします。 

 それから、次１３ページの共生型事業の施設整備

補助の関係で３,０００万円、町は通していくとい

うことでございますけれども、一つ私が確認したい

のは、建物の持ち主との賃貸関係がどういうことに

なっているのか。それから、土地の貸借の関係がど

うなっているのか。それから、もう一つは、施設整

備ということでございますけれども、現実に内訳、

建物改修等の経費ということで、我々全員協議会で

資料１３でされたけれども、中身が全然わからな

い。それから、面的整備についてもそうですね。

３,０００万円、平成２３年度予算予定で、内訳、

レストランの関係、パソコン、除雪機ということで

３項目しかないのですけれども、これらに関しても

全く中身が我々に感じてこないのです。今言う面的

整備で言えば、レストラン１０３万５,０００円、

それからパソコン周辺機器整備１２４万５,０００

円、除雪機８２万円ということであると、３,００

０万円の中身の内訳が全然見えてこなくて、これは

３,０００万円ではなくて３００万円ですね、そう

したら、この中身はわかりました。 

 もう一つ、あそこにこういう目標を持った整備を

するということで、環境整備、特に東中公園がうっ

そうとした公園になっております。 

 それからもう一つ、あそこに貯水池のため池があ

ります。あの関係も、特に住宅の前の周辺は、もう

まるっきり何といいますか、ごみだめまでいかない

けれども、非常に悪い条件になっております。これ

らの関係はどういう形で整備をされていくのかとい

うとで、確認をしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村議員の高齢者

の火災警報器の設置についての御質問にお答え申し

上げたいと思います。 

 設置率であります。消防のデータによりますと、

全町で５７％とお聞きしているところであります。

これまでの消防署との連携の中で、高齢者実態調査

の該当６５歳以上の方々でありますけれども、この

方々の設置率を、部分的ではあったわけですけれど

も、消し込みをしていったときに、高齢者の設置率

が平均よりもやはり低いと、設置率は３９％程度と

いうことで、残りのひとり暮らし、それから夫婦世

帯の中で持ち家の方々を対象としまして、６１％の

設置を試算いたしまして、今回計上をさせていただ

いたということであります。 

 それから、もう１点でございます。助成対象の範

疇の中で、あくまでも今回は未設置を対象とした、

この火災等から高齢者を守るという観点から、私ど

もとしまして、こういう形で提案をさせていただい

たわけでございます。公平に扱うという観点ではど

うなんだということでありますけれども、我々とし

ては多発しております……。 

○議長（西村昭教君） 今の中村議員の不公平のや

つは、暫時休憩を入れて協議をします。 

 それ以外について、土地と建物について。 

 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 中村議員のニカラ

に関する作業所の関係で、まず、土地の貸借関係と

環境整備について、所管部分ですので私の方からお

答えいたしたいと思います。 

 まず、土地の関係につきましては、この御存じの

とおり、現在ある建物については、亡くなられまし

た高橋氏の持ち家として、当時、家が建った形で土

地改良区のほうから町へ寄附を受けた関係で、その

建った土地の使用権を残したまま現在まで経過して

おります。 

 この建物については、現在、高橋美代子さんが、

奥さんが引き続きお住まいだったのですけれども、

この夏で既にもう退去されまして、今後使わないと

いう予定の話を聞いている状況にありました。その

中で、ニカラのほうで、その後の利用について町の

ほうに協議が入ってきまして、その前後にいろいろ

調整はしたのですけれども、まず建物自体は高橋氏

の持ち物であります。これを、今の予定では、ニカ

ラの作業所の代表であります二宮氏のほうから、聞

くところによりますと、高橋さんのほうから無償で

譲渡をされるということでお伺いしております。こ
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の譲渡手続については、いろいろな助成金の関係、

それから土地の利用の関係も含めて、それから議会

で議決をいただかなければならない補助金の予算化

の決定期日が微妙に関係しますので、日にちを合わ

せて、現在までの土地利用の貸借契約、それが終わ

り、それと現在までの高橋さんの土地の使用料の清

算、その引き継ぎを行いました後、東中公園内の公

園施設の一部占用という扱いで今後の利用を便宜供

与をするという予定になっております。 

 あと、その建物が、現在古い建物ですので、作業

所として利用できるようにということで、この３,

０００万円の共生型の助成金の中で高橋旧宅を改造

致しまして、レストランと休憩スペース、それから

もう１点、売店、レストラン系統の利用に供するよ

うに、今、改築計画を持っているようです。これ

は、特定の利用になりますので、改造になりますの

で、建築基準法に基づく確認申請が必要になります

ので、そこら辺の手続も並行して進められていると

お伺いしております。それらのいろいろな要素が期

日を決めてきちんと切りかえなければならないとい

う状況にありまして、具体的に言えば、本日議決を

いただいた後、早々にその手続を具体的に着手する

予定になってございます。 

 あと、環境整備の件、現状を十分ごらんいただい

ている議員もおられるかと思いますけれども、非常

に荒れた状況になっております。これも当然のこと

ながら、新しい作業所が６月オープンの目標とし

て、現在、改装に着手したいという意向を持ってお

りますので、当然それにあわせていろいろな工事作

業も行われます。それとあわせた形で、ほかの部分

の公園としての機能を十分回復できるように、不要

な樹木、倒木するおそれのある危険樹木などは早目

に切り倒して、なおかつ既存の、高橋さんが心を込

めて丹精を込めて育てておりました灌木類もたくさ

ん生えております。それらも十分に勘案しながら、

環境整備をあわせて、６月のオープン時に公園機能

もあわせて整備したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前 ９時４７分 休憩 

午前 ９時５７分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） それでは、会議を再開いた

します。 

 先ほど、中村議員のほうから質問がありました高

齢者世帯の報知器の件でありますけれども、あとも

う１点、車輌の件もありますが、理事者のほうに答

弁をしていただきたいと思います。 

 最初に、総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ９番中村議員の公用車

の車両の更新の関係、答弁漏れがございました。大

変申しわけございません。公用車の管理を担当して

ございます総務課から御答弁を申し上げさせていた

だきます。 

 まず、本町で管理をしております公用車、非常に

老朽化が進んでございまして、この５年間程度で集

中的に、今、更新計画を実は持っているところであ

ります。特に、環境に配慮した軽車両を中心とした

整備を行っていこうということでやっているところ

でありますが、その中で、今回、保健福祉課で使用

しております車両についても老朽化が激しいことか

ら更新計画を持っているところでありますが、今

回、住民生活に光りをそそぐ交付金等の要綱が示さ

れましたところ、特に高齢者、あるいは障がい者等

の巡回相談用の車両が交付金の対象となるというこ

とから、今現在そういう目的で使用している車両、

これを更新することで一定程度の交付金が対象にな

ることであるならば、今回１年前倒しをして更新し

ようということを計画したところであります。 

 議員の御質問にありました、２４年に前倒しした

場合に、その２４年の計画のものをさらにどこかで

前倒しをするのか、そのような観点の御質問かと思

いますが、先ほど申し上げましたように、公用車全

体の更新計画の中で、１台交付金の対象となったも

のも含めまして、全体の老朽化度を見ながら、場合

によっては２４年度も他の車の整備もあわせて検討

をしているところであります。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 中村議員の火災警報器の

関係について御説明を申し上げます。 

 他の議員のからも御意見をいただいていたよう

に、もう既につけられている方についての町から金

銭的な助成を講じるということが考えとしてござい

ませんので、公平感を欠くことにある面ではなるか

と思いますが、繰り返しになりますけれども、安全

のための備えを欠くことのないような、そういう環

境を整えるのには未設置者への備えをするという、

そういう限定をしてやることで考えてございますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 公用車のことについては一

応理解をいたしますけれども、私はやっぱり高齢

者、それから障がい者の巡回という度数は、高齢化

率を考えていくと、なお頻度が高くなるのかなとい

うことで、前倒しをしながら、そうすると、今ある

２４年の公用車とそれから新たに購入する車両と、
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２台を含めて、ほかのものと含めて活用していくと

いうことになると、それが高齢者、障がい者がふえ

ていく傾向の中で、今度は１台になるということに

なると、私はちょっとそれらを憂慮するものですか

ら、総務課長の言うように、全体の中で運用してい

くということであれば、そういうことで、万が一、

十分活動ができないような条件は何とかなくしてい

ただくということで、やっていただきたいと思いま

す。 

 それから、次に高齢者の住宅火災警報器の関係で

す。 

 確かに今つけていない人ということでございます

けれども、例えば、僕は未設置６１％という、これ

は去年の高齢者の実態調査でしょう。実態調査は大

体５月か６月ですね。そうすると、もう半年以上

たっております。 

 したがって、従来、保健福祉課の予算の組み方が

非常にずさんだということで、私も何回か言ってお

りましたけれども、今回もこの率は非常に、未設置

率６１％というのは消防の調査等も含めれば、非常

に未設置率が高過ぎるのではないかというような気

がいたします。これは最終的に申請等が出てきて幾

ら設置したということで、また具体的になろうかと

思います。 

 ただ、先ほどから同僚議員もおっしゃっておりま

した、設置者と未設置者との不公平感、これは先

般、住民会長会議の中でも若干出たようなお話で、

二人の住民会長さんからもお話を聞きました。した

がって、これらも含めて、やはり不公平感をなくす

ということになると、今持っている３３６万円を設

置者と未設置者とを、条件を６,０００円ではなく

て下げるような方向、もしくは設置済みの皆さん方

に対して、２３年度予算にある面で考慮するという

ようなことができ得ないかどうか、その点を確認を

いたしたいと思います。 

 現実の問題、未設置者にこういうことで６,００

０円ということになってきますと、最終的に設置者

の皆さん方から、やはり我々は危険を感じたり、そ

ういうものを除去するために早目につけたのだよと

いうことが、当然、我々に声が寄せられます。それ

であれば、議会は公平な感じで、町民にということ

が原則だろうと思います。そういうことで、それら

の心配がありますので、この点も確認をいたしたい

と思います。 

 それから、次に共生型事業の関係です。 

 建物に関しては、高橋さんからニカラに対して無

償譲渡ということでわかりました。 

 それでもう１点、これらのことで土地の賃貸関係

です。町が持っているので、一応、公園の一部とい

うことで利用を認めると。それで、万が一これがう

まくいかなかったということになってくると、上の

建物の体制がどうなるかということで、当然、これ

らについては運営者が撤去をするということが条件

になってくると思いますので、その点も土地の賃貸

契約の中では、これらも含めて入れていただくよう

にお願いをいたしたいと思います。 

 それから、環境整備の関係で答弁をいただきまし

た。６月オープンに向けて整備ということですけれ

ども、あそこの出入りがオープンされると車両が多

くなる、駐車場の関係ということになると、道路の

関係と駐車場の整備の関係というのは当然出てくる

と思います。それで、駐車場のスペースはあそこに

ないのです。そうすると、隣地から借用するかどう

かはわかりませんけれども、いずれにしても、これ

はなないろニカラのほうでそれらの体制をとるの

か、町として設置を認めてこういうことでやるとい

うことだから、町として考えていくのか、その点を

確認をいたしたいと思いますので、お願いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 今、９番中村議員

から御説明があった件についてお答えいたします。 

 まず、土地の賃貸借というお言葉が出ていました

けれども、現時点では賃貸借という、当時、東中土

地改良区のほうから家つきで町へ譲渡されたときの

譲渡条件、寄附条件がありまして、その関係で土地

は賃貸借という扱いで現時点ではなっております。 

 これが、今後、居住という条件がなくなって、一

般の建物としての扱いをできることになりましたの

で、今後の扱いについては都市公園法に基づく規定

によりまして、公園の一部について、公園施設を設

置する申請許可の措置として扱っていく予定となっ

ております。この際、法律にも記載されております

し、法律を受けた町の条例の扱いの中でも明記して

ございますけれども、申請に対する使用の許可の条

件として、大きくまず使用期間、許可を与える期間

については１０年を越えないという大原則が法律に

規定されてございます。ただ、この更新について

は、さらに１０年を越えない範囲で更新をすること

ができるという制度になっておりまして、当面につ

きましては、１０年間の申請をいただいて許可をで

きるのかなという予定を持っております。 

 その際の許可条件として、いろいろな条件を付す

ことができるということで、これも法定されており

まして、現在予定しているのは、まず撤去するとい

うのは大原則でございます。使用が終わったとき、

もしくは許可を取り消したときについては、原状復

帰、この原状の原は原の原、復帰ということで、更
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地にするという条件で許可する予定となっておりま

す。 

 あと、駐車場の件、この駐車場の要件につきまし

ては、この土地の建物を公園施設として貸すという

条件でしか許可を考えておりません。当然に、現時

点でも駐車場スペースがございませんので、ニカラ

側としては隣接する農家宅地を借り受けて、独自の

駐車場を運用するという予定を聞いてございます。 

 当然に、先ほど出ました申請許可に際して、ニカ

ラ側で設置する駐車場が東中公園を利用する方の駐

車場に使われるおそれがあります。それを見張って

いるわけにはいきませんので、申請に対する許可条

件として、東中公園を利用する方がニカラ側で準備

した設置した施設を利用することについて、阻止し

ないといいますか、許容するという要件をつけよう

ということで今考えてございます。 

 あと、現在の建物が建っている場所を管理区域と

して、今のところ３００平米ほどを申請を出してく

るのかなという、土地の使用面積ですけれども、予

測してございますけれども、その土地を通って公園

の奥側の休憩スペースとかあずまやがありますの

で、そこに通り抜ける際に通り抜けを供用してもら

うと、それも条件として入れようかと思っていま

す。いわゆる完全占用ではなくて、公園の一部とし

て管理区域と建物の底地部分としてお貸ししますけ

れども、通り抜けとか公園全体の利用を阻害しない

という条件づけを今のところ考えてございます。 

 駐車場の設置についてはニカラ自身が行う。それ

から、町道１８号道路から奥まっておりますので、

三、四十メートルたしかあるかなと思いますけれど

も、その通路部分についても、ニカラが現状で使う

という予測をしているようですけれども、もし町側

に何らかの共同の改善などが持ち込まれますと、そ

の時点で改めて考える予定としております。現時点

では、ニカラ側から道路の侵入、道路の関係につい

ては特にお聞きしてございません。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番中村議員の高齢者の世

帯におきます火災警報器に設置についての公平感等

についての考え方について、私の思いをお答えさせ

ていただきたいと思いますが、さまざま御意見をお

聞きしておりました。 

 確かに公平感を維持する、保つという手法といた

しましては、金銭をもって平等を確保すると、そう

いうことも公平化という価値観をとらえる一つの方

法であることは、これはもう一般的にそのとおりだ

と思います。しかし、行政を預かる、町民皆さん方

の安心・安全を預かる私どもの立場といたしまして

は、やはり間近に迫っております法定設置の期日を

間近に迎えている中で、町民が、特に生活弱者と言

われる方々において、警報器が未設置がゆえに痛ま

しい悲しい事故が起きる可能性があるとすれば、こ

れを解消して、そして全町民が安心で安全に暮らせ

る、そういう町の環境を整備することのほうが、私

としては、むしろこういう事案については、町とし

ての公平を保つという価値観も十分あるというふう

に思います。 

 そういう観点から、このたびの火災警報器の設置

につきましては、現在まで自助努力で設置をされて

おります方については、そういう御理解のもとに設

置をいただいておりますし、未設置の方につきまし

ては、まさに行政が手を差し伸べて、皆さんと安

心・安全を共有していただき、そして広くは上富良

野町民が安全に暮らせるような環境を整えていくこ

とが、金銭を持って平等を確保するということを超

えて、私は町全体としての公平、暮らしに対しての

公平を確保することになるというふうに考えており

ますので、これは議会の皆さん方、あるいは町民の

皆さん方に十分御理解いただけることだというふう

に考えております。 

 また、類似したことも過去にもあった、具体的に

御説明はできないにいたしましても、こういうこと

に類したことは過去にもあったような記憶もありま

すし、また、今後におきましても、いろいろ町民の

安心・安全をしっかりと担保していくために、行政

が手を差し伸べていかなければならないことは今後

もあり得ると思いますので、そういう私の思いを

持って今回提案させていただいているということ

で、ぜひ御理解賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） まず、共生型事業の関係で

お尋ねをしたいと思います。 

 駐車場はニカラが行う。それから、道路も原状の

通路としてということでは、これもニカラのほうで

そのまま使うというようなお話でございました。 

 しかし、実際に今度は公園が整備されれば、公園

に来る人ということの通路の関係ということで、も

し、できれば通路を町として何とかしてくれないか

というようなことが出された場合どうなのかなとい

う気がいたします。それで、せっかくこういう共生

型事業ということで、かつてない事業展開をしよう

ということになると、施設のほうも当然ですけれど

も、環境についてもやはり配慮していくということ

で、公園が整備されれば、それに基づき、またあそ

こに来る方もいらっしゃるかもしれません。した

がって、道路の関係は、もしそういうことの要望が

あればというのは、非常にあそこ両方草が生えて、
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私も何回か行っていますし、今回、高橋さんが譲渡

される、１１月にあそこの中のものを、新聞や何か

も出したいというようなこともありまして、老人ク

ラブ連合会の人たちと、それから私は高橋寅吉さん

が郷土をさぐる会、いろいろなこともやっておられ

たので、本や何かも相当数あるというようにお聞き

しまして、その整理に伺った経過の中で、当然、駐

車場もそれから道路も非常に狭い状況と、環境が悪

いということなので、もし、そういう関係で、道路

の関係も、我々公園を通るということを含めて要望

があれば、それらの配慮についてもお願いをしたい

という気持ちを持っております。 

 それから、高齢者の関係で町長からありました。

いずれにしても、危険を、そういう状況を何とかな

くすということでの関係ということで、そういう観

点で今度の補助ということでございますけれども、

つけた人とかからは先ほど申し上げた意見も出てく

る。それからもう一つは、この助成対象の世帯だけ

れども、今、寝室につけてあったと。しかし、その

寝室にあるものはないということで、台所につけた

いというようなことがあったらどうするのだという

ことも、ある住民会長から問われました。そうする

と、そのうちの中の個々のケースを全部査察をした

段階で調査をするのかというようなこともどうなの

でしょうということで問われたけれども、それにつ

いては、今後、町が申請に基づいて対象要件を審査

してということになろうということではお話をしま

したけれども、いろいろなケースが考えられます。

そうすると、最低１個は既存につけた人も、それか

ら新たにつける人も同じ条件をということでは、先

ほど同僚議員も私も同じ立場でやっております。し

たがって、何とかそういうことが２３年度予算の中

でできないのかどうかということですけれども、

今、同僚議員の質問で副町長、それから、ただいま

私の質問に対しては町長から答弁がありましたけれ

ども、私はやはり公平性ということを考えれば、何

とかそれらの対処についてもお考えをいただきた

い。それから考えていくべきだということを強く要

望しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ９番中村議員の御

質問にお答えいたします。 

 議員からおっしゃられたとおり、東中公園の利用

環境につきましては、現在まで入り口部分に高橋宅

があるということで、なかなか車が奥まで入って利

用するという、そのような利用形態がなかった関係

で、車道としての通路機能が現在ございません。当

然に駐車場も現在ございませんが、今般の共生型施

設の整備で車による出入り、それから、町外からの

利用者なども当然な来客として迎えなければならな

い状況が考えられます。 

 恐らくは、ニカラ側からもそれらの状況、来客数

がふえるにしたがって現在の侵入口が不便だという

ことが明確になりますし、町側でもこのままでいい

のかなというところも持ってございますので、要望

が具体化した時点で双方で話し合いの上、最も適切

な形で対応をしていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 中村議員のほうから御発

言がありました件につきましては、向山町長から基

本的な考え方、改めてこの場で述べられましたの

で、私どもは町長の考え方に沿ってそれぞれ取り組

みを進めてまいりたいというふうに考えているとこ

ろであります。 

○議長（西村昭教君） ほかに御質問ございません

か。 

 ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） １０ページ、１１ページの

防災行政無線電話の応答装置、２回線設けるという

お話でございますけれども、非常にいいことかなと

いうことですが、ちょっと疑問というか、知りたい

のは、これはどのように周知徹底するのかというと

ころで、町民、あるいは全国におられる町民の親族

だとか知人だとか、あるいは一般の方に対して上富

良野はこういうものを設けたよということを周知徹

底しないと宝の持ち腐れになりますよね。町として

どのようにしようと考えているのかをお聞きしたい

というふうに思います。 

 ２点目でありますけれども、２０ページからの教

育費の関係でございますけれども、先般、委員会、

あるいは全員協議会のほうでもお聞きしたところな

のですけれども、分館だとか会館とか集会所いろい

ろあります。全般確認したら、長期的な修繕計画と

か、あるいは新築等を含めたそういった計画はない

というお話でございました。やはり、今どういう状

況にあるのかの現状をしっかりと把握して、やはり

将来に向かった対策というものを講じることが必要

であることは、これは極めて至極当然なことだと思

うのです。そういった計画等をつくっていただきた

いということです。つくるのであれば、いつごろま

でにつくるのか。 

 先般お聞きしたのは、１２の分館と公民館のお話

を聞いたのですけれども、また、しらかば会館とか

東明とか会館も集会所もありますよね。そういった

ものは、もうあるかもしれません。ないとお聞きし

ているので、そういったものをどのようにしてつ

くっていくのか、いつまでつくるのかということを
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しっかりお聞きしたいというふうに思います。 

 ３つ目でありますけれども、２３ページです、社

会教育費のほうですけれども、学校の図書ですか、

主たる購入希望品目というふうに書いてありますけ

れども、要するに学校側に対して希望調査をとっ

て、こういったものを買いたいというのを吸い上げ

てやったと思うのですけれども、歴史の図書とか、

これは非常に大事だと思うのです。特に私は、近現

代の歴史というのは非常に大事だというふうに思っ

ていますけれども、こういったものを買う。あるい

は、道徳とかの図書ですね、こういったものもそろ

えて道徳心や情操を育てるようにしたいというねら

いは非常に私も賛成であります。 

 この小学校、中学校の欄を見てみますと、学校図

書１２セットとかいろいろ書いてございますが、そ

もそもセットというのはどういうものを含めてセッ

トなのか、それをまずお聞きしたい。そのセットの

中身を当然見ておられると思うのですけれども。 

 それで、学校図書を希望されていない小学校が２

校ございますね。これは非常に疑問を持ちました。

もう既にそろえているから希望をしていないのか、

あるいは、セットをほかのところが希望しています

よね。希望しているのは、あるけれどもさらに拡充

しようと思って希望しているのか、そういったとこ

ろを含めてお聞きしたいと思います。この趣旨は、

道徳教育をするというための図書を購入するという

のは、非常に私も賛成であります。お年寄りを大事

にするとか、あるいは目上の人を尊敬するとかとい

うことが、近年、日本の社会ではだんだん薄れてき

ていると思いますので、こういったものをやってい

くというのは非常に大事なことであると思いますの

で、私が感じた疑問点についてお聞きしたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 防災担当課長、答弁。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） ６番今村議員の御

質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、上富良野町の防災無線の関係でございます

けれども、周知方法でございますけれども、この部

分は、今、議員がおっしゃったとおり、まず手法と

しては防災無線もあるだろうし、また、町の広報紙

等で記載をしまして周知をしたいと。そして、町外

にいる親族の方々については、やはり一人一人、町

のほうから周知するのはちょっと難しいというよう

な気がしておりますので、広報紙にその旨、町のほ

うから別紙お知らせみたいな形で周知をして、遠方

の方に周知をしていきたいと、このように考えてお

ります。 

 私のほうからは、以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ６番今村議員の２

点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目につきましては、分館、会館の建

設、修繕の計画に対しての御質問でございますけれ

ども、先日もお話させていただいたところでありま

すけれども、まず、現状の把握については年に１

度、各分館を教育長ほか担当、私で随時施設を見て

修繕の対応を図るべく、悪いところがあれば修繕す

るということで、次年度に向けてその予算の要求を

適時進めているところであります。 

 その中で、大型の修繕などについては、現状のと

ころ必要がないのかなと。今回、トイレ等の改修を

する計画を持ったのは、その現場を見てひどいなと

いうことから、今回、トイレ等の改修を早急に行わ

なければならないということで対応を図ったところ

であります。 

 あと、建設の部分の計画につきましても、現状の

ところ実施計画、御存じのとおり５カ年間でござい

ます。５カ年間の中では、とりあえずその計画を

持って対応しなければならないなという認識は持っ

ていないことから、それらの計画を持っていないと

ころでありますけれども、今後において、その必要

性が出てきたときには、当然建設計画なりを持って

御協議をさせていただきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 次に、２点目の学校図書等の購入についてでござ

いますけれども、まず、セットの関係でございます

けれども、例えば道徳の関係でありましたら１セッ

トということで３２枚程度のセットものがあった

り、あと物語、例えば世界の偉人シリーズとかとい

う部分であれば、５冊で１セットだとか、その１

セットという部分、冊数や何かはそれぞれ違ってき

ているわけなのですけれども、そういう意味で、シ

リーズもののようなものをセットということで表現

させていただいております。 

 あと、図書を希望していない学校があるというお

話についてなのですけれども、これについても図書

の充足率の部分、それぞれ学校で判断しております

ので、充足率の低いところは、今回、図書の購入と

いうことで出ておりますし、充足率があるところに

ついては、図書については購入せずに、必要に応じ

て視聴覚教材の購入を予定しているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） まず、防災行政無線の関係

ですけれども、本当に徹底するというのは非常に難

しいと思うのです。だから町民に何らかの手段でお
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知らせをして、あと、親戚縁者、友人、いろいろ町

民に任せるという手もあると思うのです。ただ、そ

の意図を明確にする必要があると思うのです。町民

としては町がやってくれるだろうと思っていたら、

そういう行動を起こしませんよね。町はここまでは

できないから、一人一人が親戚縁者等にはやってく

れというその意図も徹底するというのは大事だと思

いますので、そこをひとつよろしくお願いしたいと

思います。 

 あと、分館等のお話でございますけれども、必要

に応じて今後つくるという話でありますけれども、

これは必要は絶対あると思うのですよね、逐次古く

なっていきますから。５カ年計画等もないのであれ

ば、やはりこういったものをつくっていく必要があ

ると思うのです。修繕の実績表というのありますよ

ね。こういったものをやったという表だけではなく

て、予算の関係もありますけれども、今後、現状を

把握したらこういうことをやっていこうという、そ

ういうものはやはり必要なのではないかなと。ある

ことによって、それぞれの会館とか分館のある地区

の住民の方が、今はまだやってもらえないのだなと

我慢もできると思う。あるいは、希望も持てると思

うのです。そういったものすらない、その都度その

都度であれば非常に諸所の問題が出てくると思いま

すので、やっぱり必要なのではないかと思います。 

 あとは、図書のお話でありますけれども、現状も

これは把握しておくことが必要なのではないです

か。希望をとってやると。任せるということももち

ろん大事だと思いますけれども、あの中学校、あの

中学校には今こういったものがあって、ここが足り

ないという、そういったものをしっかりと把握して

いて、初めて希望調査をとって、その希望を認める

かどうかということが出てくるのではないですか。

何もわからないところで、ただ希望だけ認めている

のであれば、これはだれでもできる話。しっかり現

状を把握して、足りないところは指導ということも

必要だと思うのです。こういったところ、いかがで

しょうか。 

○議長（西村昭教君） 防災担当課長、答弁。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） ６番今村議員の御

質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 防災無線の関係でございますけれども、私、先ほ

ど、周知の仕方、防災無線、また広報紙という答弁

をさせていただきましたけれども、これは今、議員

御指摘のとおり、やはり町では最小限、この２点し

か多分周知できるものはないと思っております。そ

れで、遠方にいらっしゃる方につきましては、町で

は情報を流させていただきますので、個々は情報流

していただきまして管理運営をしていただきたい

と、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ６番今村議員の御

質問にお答えいたします。 

 まず１点目、分館関係の修繕等についてでござい

ますけれども、私、先ほど若干お話するのを抜かし

た部分がございます。屋根とか壁とかの基本的な部

分の塗装については一定年数が来たら対応するとい

うことで、分館を管理する分館長には、ここの施設

であれば１０年、例えば壁をやります、屋根の塗装

をしますということで、そういう形で住民会の方々

のほうにはお話しして、そういう部分の不安につい

ては解消するように図っているところでございま

す。 

 ２点目の図書の関係でございますけれども、現状

の把握については、当然、教育委員会としてはさせ

ていただいております。今回の部分につきまして

は、特に交付金が来るということで臨時的な対応と

いうことから、多くものが視聴覚教材であるＤＶＤ

を中心に、その整備を図っているところでございま

す。 

 あと、当初予算の中でも、当然、図書の購入費は

計画的に購入を図っていく体制となっておりますの

で、それらのことから計画的に図書等の整備、何が

足りないのか、何が要らないのかということで、今

後も対応を図っていく予定でございますので、御理

解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） 先ほどの１０ページ、１

１ページの防災の絡みで、関連でちょっとお尋ねし

たいのですけれども、この事業、再度聞けるという

ことで、特にお悔やみあたりはいいのかなと思いま

すけれども、ただ最近、防災無線そのものが入って

いない家庭があると聞いたので、そこら辺ちょっと

確認したいというふうに思っております。 

 実は、私、息子の嫁さんとこの間ちょっと話をし

ているうちに、防災の話をしたときに、学校の父兄

の友達あたりによく会うと、防災が入っていないか

ら町の情報がわからないという人が結構何人もいる

というのです。そこら辺、定期的にそういうふうな

確認をとっているのかということと、たまたま引っ

越ししたときに、それはどういうふうな対応をして

いるのか、ちょっと聞きたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 防災担当課長、答弁。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） １１番渡部議員の

御質問にお答えを申し上げます。 
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 防災無線の関係でございますけれども、これは私

ども１軒１軒、お宅の防災無線入っていますかとい

う確認はしておりません。それで、実際役場のほう

に、最近防災無線の感度が悪いですとか、聞こえが

悪いですとか、そういう問い合わせがあることにつ

いては、うちの職員が出向きまして防災無線の

チェックをいたしまして、うちの役場で職員が修理

可能な分については傍聴できるように修理をしてお

ります。そして、できないものにつきましては専門

業者にお願いしまして、そういう工夫はしておりま

すけれども、入っていないというのはちょっとうち

のほうは。住民票のある方は管理をしておりますけ

れども、そうでない方については管理をしていない

ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） そこら辺、徹底して、町

内会に要請するか何かして調べてもらうかして、

やっぱり徹底したほうがいいのかなと思うのです。

そこら辺、私もちょっとわからないので聞きたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １１番渡部議員の御質

問に私のほうから回答させていただきますが、ま

ず、防災無線については、ついていない家庭がない

ように町といたしましては住民票で管理をしてござ

います。 

 基本的には、例えば、上富良野町を離れるような

転出者については転出届が出てまいりますので、そ

の場合には撤去をすると。あと、転入があった場合

には、そこに当然設置をすると。あと、町内同士で

転居があった場合にも、同様の措置を行っておりま

す。 

 ただ、上富良野町の中には、住民票と違う場所に

何かの都合があったり、いろいろなケースがあると

思いますが、そのようなケースのときには町として

もとらえようがございませんので、そういうところ

には一部ついていないところも存在するのかなとい

うふうには思いますが、いずれにいたしましても上

富良野町といたしましては、防災無線がついていな

い家庭があるということがないような体制を万全を

期してございますので、もしも渡辺議員のお知り合

いでそういう方がおられましたら、ぜひ御一報をい

ただければというふうに考えてございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） １９ページを開いていただ

きたいのですが、簡易舗装整備の問題ですが、簡易

舗装の優先順位です、これは行政調査に基づいて決

められているのか、また、地域住民の要請によって

行われているのか。当然、水道管の布設がえなどと

連動していると思いますが、その辺についてお尋ね

したいと思います。 

○議長（西村昭教君） 技術審査担当課長、答弁。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） ７番の一色議

員の御質問にお答えさせていただきます。 

 優先順位ですけれども、まず、私ども職員で現地

を見ます。それで、ひどいという箇所の順位をつけ

ます。それから、住民会長、町内会長に言ってきま

す。その点につきましても、一応、現地を全部見ま

して、それから優先順位を決めて執行している状況

でございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） 今後の簡易舗装の整備予定

がもしございましたら、後日でよろしいのですけれ

ども、資料の提供をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１号を採決いたし

たいと思います。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第４ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 議案第２号平成

２２年度上富良野町水道事業会計補正予算（第２

号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ただいま上程され

ました議案第２号平成２２年度上富良野町水道事業

会計補正予算（第２号）の補正の要旨につきまして

御説明申し上げます。 

 今般の補正につきましては、国の地域活性化交付

金のうち、きめ細やかな臨時交付金を財源とする事

業の一環として、町道の簡易舗装整備と並行して６

路線、７２３メートルについて老朽水道管の布設が

えを行うものです。 

 この財源として、一般会計からの負担金１,００

０万円を受け、予定工事費１,２５０万円を支出補
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正するものです。なお、不足する財源２５０万円は

過年度分損益勘定留保資金から充当するもので、ま

た、施工につきましては４月以降になりますので、

公営企業法に基づき、改めて繰越明許計算書により

御報告いたします。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第２号平成２２年度上富良野町水道事業会計

補正予算（第２号）。 

 総則。 

 第１条。 

 平成２２年度上富良野町の水道事業会計の補正予

算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 資本的収入及び支出。 

 第２条。 

 予算第４条括弧書中「資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額９,１４６万１,０００円は、過

年度分損益勘定留保資金９,１４６万１,０００円」

を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

９,３９６万１,０００円は過年度分損益勘定留保資

金９,３９６万１,０００円」に改め、資本的収入及

び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 以下、款ごとの補正額のみ申し上げます。 

 収入。第１款資本的収入１,０００万円。 

 支出。第１款資本的支出１,２５０万円。 

 次ページ以降につきましては、先に御高覧いただ

いていることから、説明を省略させていただきま

す。 

 以上で、補正予算の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第２号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告           

○議長（西村昭教君） 以上をもって、本臨時会に

付議された案件の審議は、全部終了いたしました。 

 これにて、平成２３年第２回上富良野町議会臨時

会を閉会といたします。 

午前１０時４９分 閉会 
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